
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬 生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4288)
03(3595)2423(18時以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取 (割 当て)額等回答表

平成3∂ 年 7月 ,日
平成30年7月 12日 薬事 食品衛生審議会食品衛生分科会農薬 動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取(害」当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のアシノナピルの残留基準の設定について

②食品中のアシベンプラルーS―メチルの残留基準の設定について

③食品中の過酸イヒ水素の残留基準の設定について

④食品中のクロロタロニルの残留基準の設定について

⑤食品中の1,3-ジクロロプロベンの残留基準の設定について

⑥食品中のテトラコナゾールの残留基準の設定について

⑦食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について

③食品中のフルエンスルホンの残留基準の設定について

⑨食品中のプロベナゾールの残留基準の設定について



(別紙)

①食品中のアシノナピルの残留基準の設定について

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

□ 平

● 申請資料等の作成に密接に関与
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

□ 500万円超

の有無

当

当

該

該

1 

特記事項

②食品中のアシベンプラルーS―メチルの残留基準の設定について

し

し

無

無

レ

ー

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

→ 受取の有無 :□

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

●
し

し

無

無

正
♂
Π
‐
ｊ

有

有

□

□
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

③食品中の過酸イヒ水素の残留基準の設定について

無該 当

有

有

の

の

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

ロ コンサルタント料 指導料

受

晉

有

犠 拿単最

も多い寄附金 契約金等級 け取つた年度

ン::努昌量■。。万円以下

→ 受取の有無 :

□ 平成29年度

□

中請資料寺の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

当該年度における受取額

500万円超

の有無

当

当

該

該

●

●

ｒ
‐

‐
」

し

し

無

無

ノ

ー

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         ご 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

特記事項



④食品中のクロロタロニルの残留基準の設定について

□ 平成28年度

□ 平成29年度

□

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

⑤食品中の1,3-ジクロロプロベンの残留基準の設定について

→ 受取の有無 :□

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

500万円超

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

し

し

無

無

♂
ご

¬
‐
ｊ

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

● 寄付金 契約金等の受取 (害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取った年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

口r無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500□

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

⑥食品中のテトラコナゾールの残留基準の設定について

し

し

無

無

Ｊ

． １

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

● 寄付金

手):  2
取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度
□

等の作成に

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 受取の有無 :□ 底/無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

該当の有無 :

該当の有無 :

●

●

ｒ
‐

‐
」

し

し

盤
小
笠
小

γ
町
ぼ

．‐
‐
‐
Ｊ

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



⑦食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について

●                                        g/無 し
受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 平成28年度

□ 平成29年度

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係

1 

特記事項

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度

□ 平成29年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

⑧食品中のフルエンスルホンの残留基準の設定について

.電霧亀具碁犀摯曇義黒議彗雪て進装
ど≧α生と』ビ22エニ≧乙迷ゴ離辻L_==.罰

薫所輌頭竃

「

平訂
~ 

ご 無し

し

し

無

無

Ｊ

． ―

有

有

□

□該当の有無

し

し

無

無

レ

ー

有

有

□

□

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

500万円超

鉦
小

有

有

の

の

当

当

該

該

●

●

ｒ
‐

‐
」

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



③食品中のプロベナゾールの残留基準の設定について

争,:  BJ
取 (割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成28年度
□ 平成29年度

□ 平成

中請資料寺の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特男1の利害関係
特記事項

ご 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下
□ 500万円超

●

●

ｒ
‐

‐
」

し

し

無

無

ラ

． １

有

有

□

□

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料   □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式













( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒1 0 0 — 8 9 1 6 東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
  電話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 8 )

0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
  F A X 0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

平成メ〇年ク月9 日
平成3 0 年7 月1 2 日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

①食品中のアシノナピルの残留基準の設定について

  ② 食品中のアシベンゾラル- S - メチルの残留基準の設定について

  ③ 食品中の過酸化水素の残留基準の設定について

  ④ 食品中のクロロタロニルの残留基準の設定について

⑤食品中の1 , 3 - ジクロロプロペンの残留基準の設定について

⑥食品中のテトラコナゾールの残留基準の設定について

⑦食品中のW フルミゾールの残留基準の設定について

⑧食品中のフルエンスルホンの残留基準の設定について

⑨食品中のプロベナゾールの残留基準の設定について

現職函M 餐¥ 石一t 一^ 一 く名

  氏名2



( 別紙）

①食品中のアシノナピルの残留基準の設定について

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

一該当の有無：口有リ

一該当の有無：口有り

  企業名（申請企業等）： 日本曹達株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

  口平成3 0 年度
【受取額の内訳】

  口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  一受取の有無：口有リ H 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

・ ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

, 口 5 0 0 万円超

ロ コンサルタント料・指導料

②食品中のアシベンゾラル- S - メチルの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： シンジェン々ジヤ/ ヽ°ン株式会計
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

  一受取の有無：口有リ 0 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口平成2 9 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口平成3 0 年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口 その他（ )  
・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

一該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

H 無し

a 無し

r 特記事項

③食品中の過酸化水素の残留基準の設定について

  企業名( 一申請企業等）： 共立御塞株式会計
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

―受取の有無：口有り ¢ 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料- 商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

該当の有無：口有リ

該当の有無：口有り

 無し

 無し

r 特記事項

し
し

a
a



④食品中のクロロタロニルの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）： 株式会社エス・ディー・エスバイオテック

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

  受取の有無：口有リ 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権- 特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

  口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口  有り

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 該当の有無：口有リ

r 特記事項

喊無し

閉無し

⑤食品中の1 , 3 - ジクロロプロペンの残留基準の設定について

  企業名（申請企業一等）： ダウ・ケミカル日太秩式会計
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

一受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

・ ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

  口平成3 0 年度 」 口 5 0 0 , 円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式 - - '

   口 その他（ ） ーーー^ ーーー
  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有リ 功無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 函無し
  「特記事項 π

⑥食品中のテトラコナゾールの残留基準の設定について

   企業名（申請企業等）： アリスタライフサイエンス株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 - * 受取の有無：口有り 材無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 8 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 9 年度

口平成3 0 年度

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

   ロ ーその他（ )
  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有り

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有リ

ぜ無し
a f 無し

「特記事項



⑦食品中のドJ フルミゾールの残留基準の設定について

   企業名（申請企業等）： 日本曹達株式会社
  ♦ 寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り 5 ^ 無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 8 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 9 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

  口平成3 0 年度 」 口 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口 講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

    口 その他（ ）
  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り a f 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有リ ロ無し

  r 特記事項 π

⑧食品中のフルエンスルホンの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等) : ンテインドンライフサイエンス秩式会計
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成2 8 年度

口平成2 9 年度

  受取の有無：口有り 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

・ ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

  口平成3 0 年度 」 口 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口原稿執筆料 口 当該企業の株式

    ロ ーその他（  )  
  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有リ

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り

 無し

口無し

r 特記事項



⑨食品中のブロベナゾールの残留基準の設定について

   企業名（申請企業塞）： 明治脚塞株式会社
   拳寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 受取の有無：口有リ ぜ無し

  受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成2 8 年度 1  口 5 0 万円以下
口平成2 9 年度 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口平成3 0 年度 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

口講演料 口原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有り

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有リ

s f 無し
口無し

- 特記事項










































